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■現埋立処分場は平成10年の供与開始から27年以上経過しており、残余容量が逼迫しています。

① 「掘り起しごみの安全・確実な処理」
② 「埋立容量の最大確保」
③ 「環境負荷の低減」
④ 「⾧期安定運転」
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1 ,5 0 0 ℃以上必要 

★現在埋め立てられている焼却灰等の廃棄物を掘り起し、溶融処理の上、減容化させる必要性

ストーカ方式でこの課題が解決可能か、他方式を含め
た実現可能性検討を実施

一次・二次選定（定性的評価）⇒三次選定（定量的評価）⇒四次選定（最終評価）

これらの要件を総合的に達成し、かつ本事業を実施する目的の一つである埋立処分場の再生事業を確実に
実施でき得る方式は次の方式が最善であり、他方式では事業目的を十分に履行することは困難


